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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火コイルと、内燃機関により駆動される磁石発電機内に設けられたエキサイタコイル
と、前記エキサイタコイルの出力により一方の極性に充電される点火用コンデンサと、点
火信号が与えられたときに導通して前記点火用コンデンサに蓄積された電荷を前記点火コ
イルの一次コイルを通して放電させる放電用スイッチと、内燃機関の点火時期に前記放電
用スイッチに点火信号を与える点火信号供給手段と、前記内燃機関の異常を検出したとき
に検出動作を行う異常検出スイッチと、前記異常検出スイッチが検出動作を行ったときに
前記内燃機関が点火されるのを阻止して該内燃機関を停止させると共に警報動作を行う保
安回路とを備えたコンデンサ放電式内燃機関用点火装置において、
　前記保安回路は、前記エキサイタコイルの出力端子間に複数のダイオードの直列回路を
介して並列に接続されてオン状態になった際に前記エキサイタコイルの出力端子間を前記
複数のダイオードの直列回路を通して短絡して前記点火用コンデンサの充電を阻止する出
力短絡用スイッチと、前記異常検出スイッチが検出動作を行っていないときに前記出力短
絡用スイッチをオフ状態に保ち、前記異常検出スイッチが検出動作を行ったときに前記出
力短絡用スイッチをオン状態にしてそのオン状態を保持するように前記異常検出スイッチ
の状態に応じて前記出力短絡用スイッチを制御するスイッチ制御回路と、前記複数のダイ
オードの直列回路の両端に抵抗器を通して接続された発光ダイオードからなっていて前記
出力短絡用スイッチがオン状態になっているときに前記複数のダイオードの直列回路の両
端に生じる順方向電圧が印加されることにより発光して前記警報動作を行なう警報手段と
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を具備しなるコンデンサ放電式内燃機関用点火装置。
【請求項２】
　点火コイルと、内燃機関により駆動される磁石発電機内に設けられたエキサイタコイル
と、エキサイタコイルの一端に整流素子を通して一端が接続されて前記エキサイタコイル
の一方の極性の半波の出力電圧により充電される点火用コンデンサと、点火信号が与えら
れたときに導通して前記点火用コンデンサに蓄積された電荷を前記点火コイルの一次コイ
ルを通して放電させる放電用スイッチと、内燃機関の点火時期に前記放電用スイッチに点
火信号を与える点火信号供給手段と、前記内燃機関の異常を検出したときに検出動作を行
う異常検出スイッチと、前記異常検出スイッチが検出動作を行ったときに前記内燃機関が
点火されるのを阻止して該内燃機関を停止させると共に警報動作を行う保安回路とを備え
たコンデンサ放電式内燃機関用点火装置において、
　前記保安回路は、前記エキサイタコイルの前記一端にアノードが接続されたサイリスタ
と、カソードを前記エキサイタコイルの他端側に向けた状態で前記サイリスタのカソード
と前記エキサイタコイルの他端との間に直列に接続された複数のダイオードと、前記異常
検出スイッチが検出動作を行ったときに前記エキサイタコイル側から前記サイリスタのゲ
ートにトリガ信号を与えるサイリスタトリガ回路と、前記サイリスタのゲートと前記エキ
サイタコイルの他端との間に接続された保持用コンデンサと、前記サイリスタのゲートカ
ソード間にカソードを前記サイリスタのゲート側に向けて接続された保持用ダイオードと
、
前記複数のダイオードの直列回路の両端に抵抗器を通して接続された発光ダイオードから
なっていて前記サイリスタがオン状態になったときに前記複数のダイオードの直列回路の
両端に生じる順方向電圧が印加されることにより発光して前記警報動作を行う警報手段と
を備えていること、
　を特徴とするコンデンサ放電式内燃機関用点火装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の異常を検出したときに内燃機関を停止させる機能を有する保安回
路を備えたコンデンサ放電式の内燃機関用点火装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、コンデンサ放電式の内燃機関用点火装置は、点火コイルと、該点火コイ
ルの一次側に設けられて点火用電源の出力により充電される点火用コンデンサと、点火信
号が与えられたときに導通して点火用コンデンサに蓄積された電荷を点火コイルの一次コ
イルを通して放電させる放電用スイッチと、内燃機関の点火時期に放電用スイッチに点火
信号を与える点火信号供給手段とを備えていて、点火用コンデンサに蓄積された電荷の放
電により点火コイルの二次コイルに誘起させた点火用の高電圧を、機関のシリンダに取り
付けられた点火プラグに印加することにより点火動作を行わせる。
【０００３】
　一方内燃機関においては、潤滑オイルの残量が許容下限値未満になる等の異常が生じた
ときに、そのまま機関の運転を継続すると機関が破損するおそれがあるため、機関に異常
が生じたときには、直ちに機関の運転を停止する必要がある。そこで、特許文献１に示さ
れているように、機関に異常が生じたときに機関の点火動作を停止させて機関を停止させ
ると共に警報動作を行う機能を備えた保安回路を点火装置に付属させることが行われてい
る。
【０００４】
　特許文献１に記載された保安回路は、内燃機関の潤滑オイルの液面レベルが設定レベル
以下になったときに検出動作を行うオイルレベル検出スイッチにより制御されて、潤滑オ
イルの残量が不足しているときに機関の点火動作を停止させると共に警報動作を行わせる
ようにしたもので、点火用電源の出力端子間に抵抗値が低い抵抗器を介して並列に接続さ
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れてオン状態になった際に抵抗器を通して点火用電源の出力端子間を短絡する出力短絡用
スイッチと、オイルレベル検出スイッチが検出動作を行っていないときに出力短絡用スイ
ッチをオフ状態に保ち、オイルレベル検出スイッチが検出動作を行ったときに出力短絡用
スイッチをオン状態にするように出力短絡用スイッチを制御するスイッチ制御回路と、出
力短絡用スイッチがオン状態になったときに抵抗器の両端に生じる電圧で駆動されて警報
動作を行う警報手段とにより構成されている。特許文献１に示された保安回路では、警報
手段として発光ダイオードが用いられている。
【０００５】
　上記のような保安回路を設けておくと、潤滑オイルの液面レベルが設定レベル以下にな
ってオイルレベル検出スイッチが検出動作を行ったときに、点火用電源の出力端子間が短
絡されるため、点火用コンデンサが充電されなくなり、点火動作が行われなくなる。これ
により機関が失火させられて停止するため、潤滑オイルの液面レベルが設定レベル以下に
なった状態で機関の運転が継続されて機関が破損するのを防止することができる。また出
力短絡用スイッチがオン状態になったときに抵抗器の両端に生じる電圧により警報手段が
駆動されて警報動作を行うため、運転者に潤滑オイルが少なくなったことを警告すること
ができる。
【特許文献１】特開２００２－７０７１０号公報（図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の点火装置では、潤滑オイルの液面レベルが設定レベル以下に低下したときに内燃
機関を確実に停止するために、出力短絡用スイッチに直列に接続する抵抗器として、抵抗
値が十分に小さいものを用いる必要がある。出力短絡用スイッチに直列に接続された抵抗
器の抵抗値が大きいと、出力短絡用スイッチがオン状態になったときに点火用電源の出力
端子間の電圧を十分に低くすることができなくなって、点火用コンデンサが相当に高い電
圧まで充電されてしまい、点火動作が行われるおそれがある。また、上記抵抗器の抵抗値
を余り小さくすると、出力短絡用スイッチが導通したときに該抵抗器の両端に生じる電圧
が低くなるため、警報手段を確実に動作させることができなくなる。警報手段が発光ダイ
オードである場合には、抵抗器の両端の電圧が不足するとその発光量が低下し、警告表示
を視認することが困難になる。
【０００７】
　上記のように、従来の点火装置では、出力短絡用スイッチに直列に接続する抵抗器の抵
抗値を小さく設定し過ぎても、大きく設定し過ぎても不具合が生じるため、該抵抗器の抵
抗値の調整が微妙になり、製造が容易でないという問題があった。
【０００８】
　また、点火用電源の出力が大きい場合、上記抵抗器の抵抗値を極低い値に設定する必要
があるため、該抵抗器を通して流れる電流が非常に大きくなり、該抵抗器として定格電力
が大きい高価なものを用いる必要があった。
【０００９】
　また、出力短絡用スイッチに直列に接続する抵抗器として単一の抵抗器を用いたのでは
、その抵抗値を十分に小さくすることができない場合には、定格電力が大きい大形の抵抗
器を複数個並列に接続して対応する必要があるため、点火装置が大形になるという問題が
あった。
【００１０】
　また、従来の点火装置では、出力短絡用スイッチに直列接続する抵抗器の抵抗値を、組
み合わせる点火用電源の特性に合わせて設定する必要があったため、型式が異なる点火装
置に対して保安回路の標準化を図ってコストの低減を図ることができなかった。
【００１１】
　本発明の目的は、点火用電源の出力に応じて微妙な調整を行う必要性を無くして製造を
容易にするとともに、点火用電源の出力を短絡する回路に大形の抵抗器を用いる必要性を
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無くして装置の小形化を図ることができるようにしたコンデンサ放電式の内燃機関用点火
装置を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、保安回路の標準化を図ってコストの低減を図ることを可能にした
コンデンサ放電式の内燃機関用点火装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、点火コイルと、内燃機関により駆動される磁石発電機内に設けられたエキサ
イタコイルと、該エキサイタコイルの出力により一方の極性に充電される点火用コンデン
サと、点火信号が与えられたときに導通して点火用コンデンサに蓄積された電荷を点火コ
イルの一次コイルを通して放電させる放電用スイッチと、内燃機関の点火時期に放電用ス
イッチに点火信号を与える点火信号供給手段と、内燃機関の異常を検出したときに検出動
作を行う異常検出スイッチと、異常検出スイッチが検出動作を行ったときに内燃機関が点
火されるのを阻止して該内燃機関を停止させると共に警報動作を行う保安回路とを備えた
コンデンサ放電式内燃機関用点火装置を対象とする。
【００１４】
　本発明においては、上記保安回路が、エキサイタコイルの出力端子間に複数のダイオー
ドの直列回路を介して並列に接続されてオン状態になった際にエキサイタコイルの出力端
子間を複数のダイオードの直列回路を通して短絡して点火用コンデンサの充電を阻止する
出力短絡用スイッチと、異常検出スイッチが検出動作を行っていないときに出力短絡用ス
イッチをオフ状態に保ち、異常検出スイッチが検出動作を行ったときに出力短絡用スイッ
チをオン状態にしてそのオン状態を保持するように異常検出スイッチの状態に応じて出力
短絡用スイッチを制御するスイッチ制御回路と、複数のダイオードの直列回路の両端に抵
抗器を通して接続された発光ダイオードからなっていて出力短絡用スイッチがオン状態に
なっているときに複数のダイオードの直列回路の両端に生じる電圧（ダイオードの順方向
電圧降下）が印加されることにより発光して警報動作を行う警報手段とを備えている。
【００１５】
　上記のように、出力短絡用スイッチを、直列に接続された複数のダイオードを通してエ
キサイタコイルの出力端子間に接続して、複数のダイオードの直列回路の両端に生じる電
圧により警報手段を駆動するようにすると、出力短絡用スイッチに直列に抵抗器を接続し
ていた従来の点火装置のように、大きな損失を生じさせることなく、警報手段を駆動する
ことができる。
【００１６】
　また上記のように構成すると、定格電力が大きい抵抗器を複数個並列に接続する構成を
とる必要がないため、点火装置を大形にすることなく保安回路を付属させることができる
。
【００１７】
　更に上記のように構成すると、点火用コンデンサを充電するために用意される種々のエ
キサイタコイルの出力特性を考慮して、いずれのエキサイタコイルが用いられる場合でも
、警報手段を確実に駆動できるように、出力短絡用スイッチに直列に接続するダイオード
の数を設定しておくことにより、種々のエキサイタコイルに対して保安回路の標準化を図
ることができる。
【００１８】
　コンデンサ放電式の内燃機関用点火装置においては、内燃機関により駆動される磁石発
電機内に設けられたエキサイタコイルを点火用電源として用い、点火用コンデンサの一端
をエキサイタコイルの一端に整流素子を通して接続して、エキサイタコイルの一方の極性
の半波の出力電圧により点火用コンデンサを充電する構成をとることが多い。
【００１９】
　この場合保安回路は、エキサイタコイルの一端にアノードが接続された出力短絡用サイ
リスタと、カソードをエキサイタコイルの他端側に向けた状態でサイリスタのカソードと
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エキサイタコイルの他端との間に直列に接続された複数のダイオードと、異常検出スイッ
チが検出動作を行ったときにエキサイタコイル側から出力短絡用サイリスタのゲートにト
リガ信号を与えるサイリスタトリガ回路と、出力短絡用サイリスタのゲートとエキサイタ
コイルの他端との間に接続された保持用コンデンサと、サイリスタのゲートカソード間に
カソードをサイリスタのゲート側に向けて接続された保持用ダイオードと、複数のダイオ
ードの直列回路の両端に抵抗器を通して接続されされた発光ダイオードからなっていて出
力短絡用サイリスタがオン状態になったときに複数のダイオードの直列回路の両端に生じ
る順方向電圧が印加されることにより発光して警報動作を行う警報手段とを備えた構成と
することができる。
【００２０】
　上記のように構成すると、出力短絡用サイリスタがオン状態になっている間に複数のダ
イオードの直列回路の両端に生じる電圧降下により、保持用ダイオードを通して保持用コ
ンデンサがサイリスタをトリガするために十分な電圧まで充電される。このように複数の
ダイオードの直列回路の両端の電圧により充電される保持用コンデンサを設けておくと、
異常検出スイッチのチャタリング等により、サイリスタトリガ回路を通して与えられるト
リガ信号が途切れたとしても、保持用コンデンサの電圧により出力短絡用サイリスタにト
リガ信号を与えることができるため、エキサイタコイルが一方の極性の半波の出力電圧を
発生する毎に出力短絡用サイリスタを確実にオン状態にして点火動作を阻止し続けること
ができ、異常発生時に機関を確実に停止させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように、本発明によれば、異常発生時にエキサイタコイルの出力を短絡する出力
短絡用スイッチを、直列に接続された複数のダイオードを通してエキサイタコイルの出力
端子間に接続して、複数のダイオードの直列回路の両端に生じる電圧により警報手段を駆
動するようにしたので、出力短絡用スイッチに直列に抵抗器を接続していた従来の点火装
置のように、大きな損失を生じさせることなく、警報手段を駆動することができる。
【００２２】
　また本発明によれば、定格電力が大きい抵抗器を複数個並列に接続する構成をとる必要
がないため、点火装置を大形にすることなく点火装置に保安回路を付属させることができ
る。
【００２３】
　更に本発明によれば、点火用コンデンサを充電するために用意される種々のエキサイタ
コイルの出力特性を考慮して、出力短絡用スイッチに直列に接続するダイオードの数を適
宜に設定しておくことにより、種々のエキサイタコイルに対して保安回路の標準化を図る
ことができるという利点が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明する。本発明は、機関の気筒数の
如何に関わりなく適用できるが、以下の説明では、単気筒内燃機関を点火する点火装置を
例にとることにする。
　図１は本発明の好ましい実施形態の構成を示したもので、同図において１は一端が接地
された一次コイル１ａ及び二次コイル１ｂを有する点火コイル、２は内燃機関により駆動
される磁石発電機３内に設けられたエキサイタコイル、４はエキサイタコイル２の一端２
ａにコンデンサ充電用ダイオード（整流素子）５を通して一端が接続された点火用コンデ
ンサである。図示の例ではエキサイタコイル２の他端２ｂが接地され、点火用コンデンサ
４の他端が点火コイルの一次コイル１ａの他端（非接地側端子）に接続されている。この
例では、エキサイタコイル２により点火用電源が構成されている。
【００２５】
　６は点火信号が与えられたときに導通して点火用コンデンサ４に蓄積された電荷を点火
コイルの一次コイル１ａを通して放電させる放電用スイッチとしてのサイリスタで、サイ
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リスタ６は、そのカソードを接地側に向けて、点火用コンデンサ４の一端と接地間に接続
されている。
【００２６】
　７は内燃機関の点火時期にサイリスタ６に点火信号を与える点火信号供給手段としての
信号発生器である。信号発生器７は、磁石発電機のロータに設けられたリラクタに対向す
る磁極部を有する鉄心に巻回された信号コイル７ａと、該鉄心に磁気結合された永久磁石
とを備えた周知のもので、リラクタの回転方向の前端側エッジ及び後端側エッジをそれぞ
れ検出したときに信号コイル７ａに極性が異なるパルス信号を誘起させる。信号コイル７
ａに誘起する図示の矢印方向の信号Ｖsがサイリスタ６のゲートに点火信号として与えら
れる。
【００２７】
　図示の例では、点火用コンデンサ４と、ダイオード５と、サイリスタ６とにより、コン
デンサ放電式の一次電流制御回路８が構成され、一次電流制御回路８と点火コイル１とに
よりコンデンサ放電式の点火回路が構成されている。
【００２８】
　この点火回路においては、エキサイタコイル２の図示の矢印方向の一方の極性の半波の
出力電圧で点火用コンデンサ４が図示の極性に充電される。内燃機関の点火時期に信号コ
イル７ａからサイリスタ６のゲートに点火信号Ｖsが与えられると、サイリスタ６がオン
状態になるため、点火用コンデンサ４に蓄積された電荷がサイリスタ６と点火コイルの一
次コイル１ａとを通して放電する。この放電により点火コイルの鉄心中で大きな磁束変化
が生じるため、点火コイルの二次コイル１ｂに点火用の高電圧が誘起する。この高電圧は
機関のシリンダに取り付けられた点火プラグ９に印加されるため、点火プラグ９で火花放
電が生じて機関が点火される。
【００２９】
　１０は内燃機関の異常を検出したときに検出動作を行う異常検出スイッチで、本実施形
態では、この異常検出スイッチが、内燃機関の潤滑オイルの液面のレベルの異常を検出す
るオイルレベル検出スイッチからなっている。図示の異常検出スイッチ１０は、機関の潤
滑オイルの液面レベルが設定値を超えているときにオフ状態にあり、潤滑オイルの液面レ
ベルが設定値以下になったときにオン状態になって、潤滑オイルのレベルが異常であるこ
とを検出する検出動作を行う。
【００３０】
　１１は異常検出スイッチ１０が検出動作を行ったときに内燃機関が点火されるのを阻止
して該内燃機関を停止させると共に警報動作を行う保安回路で、図示の保安回路は、エキ
サイタコイル２の一端２ａにアノードが接続された出力短絡用サイリスタ１２と、カソー
ドをエキサイタコイル２の他端側（接地側）に向けた状態でサイリスタ１２のカソードと
エキサイタコイルの他端（接地）２ｂとの間に直列に接続された複数の（図示の例では３
個の）駆動電圧発生用ダイオードＤ1ないしＤ3と、異常検出スイッチ１０が検出動作を行
ったときにエキサイタコイル２側からサイリスタ１２のゲートにトリガ信号を与えるサイ
リスタトリガ回路１３と、出力短絡用サイリスタ１２のゲートとエキサイタコイル２の他
端との間に接続された保持用コンデンサ１４と、サイリスタ１２のゲート・カソード間に
アノードをサイリスタ１２のカソード側に向けて接続された保持用ダイオード１５と、複
数のダイオードＤ1ないしＤ3の直列回路の両端に接続されて、出力短絡用サイリスタ１２
がオン状態になったときに複数のダイオードＤ1ないしＤ3の直列回路の両端に生じる電圧
（ダイオードＤ1ないしＤ3のそれぞれの順方向電圧降下の和の電圧）で駆動されて警報動
作を行う警報手段１６とからなっている。
【００３１】
　図示の警報手段１６は発光ダイオードＬＥＤからなっていて、発光ダイオードＬＥＤの
カソードは接地され、アノードは抵抗器１７とコネクタ１８とを通して出力短絡用サイリ
スタ１２のカソードに接続されている。
【００３２】
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　サイリスタトリガ回路１３は、エキサイタコイル２の一端２ａにコネクタ１９を介して
アノードが接続された第１のトリガ信号供給用ダイオード２０と、ダイオード２０のカソ
ードに抵抗器２１を通してアノードが接続され、カソードが出力短絡用サイリスタ１２の
ゲートに接続された第２のトリガ信号供給用ダイオード２２と、第２のトリガ信号供給用
ダイオード２２のアノードにコレクタが接続され、エキサイタコイル２の他端２ｂにエミ
ッタが接続されたＮＰＮトランジスタ２３と、第１のトリガ信号供給用ダイオード２０の
カソードとトランジスタ２３のベースとの間に接続された抵抗器２４と、トランジスタ２
３のベースエミッタ間に接続されたコンデンサ２５とからなっている。
【００３３】
　異常検出スイッチ１０の一端は接地され、他端はコネクタ２６を通してトランジスタ２
３のベースに接続されている。トランジスタ２３は、異常検出スイッチ１０がオフ状態に
あって（検出動作を行っていなくて）、エキサイタコイル２が一方の極性の半波の電圧を
出力しているときにダイオード２０と抵抗器２４とを通してベース電流が与えられてオン
状態になり、エキサイタコイル２からダイオード２０と抵抗器２１とダイオード２２とを
通してサイリスタ１２に与えられるトリガ信号を該サイリスタ１２から側路する。異常検
出スイッチ１０がオン状態になったとき（機関の潤滑オイルのレベルが異常に低下して検
出動作を行ったとき）にトランジスタ２３がオフ状態になり、出力短絡用サイリスタ１２
にトリガ信号が与えられる。
【００３４】
　図示の例では、第１及び第２のトリガ信号供給用ダイオード２０及び２２と、抵抗器２
１とにより、エキサイタコイル２が一方の極性の半波の電圧を出力したときにエキサイタ
コイル２側から出力短絡用サイリスタ１２にトリガ信号を供給するトリガ信号供給回路が
構成され、トランジスタ２３と、抵抗器２５及びコンデンサ２５とによりトリガ信号供給
制御回路が構成されている。トリガ信号供給制御回路は、異常検出スイッチ１０が検出動
作を行っていないときにオン状態を保持して、トリガ信号供給回路を通して与えられるト
リガ信号をサイリスタ１２から側路することにより該サイリスタ１２にトリガ信号が与え
られるのを禁止し、異常検出スイッチ１０が検出動作を行ったときにオフ状態になってサ
イリスタ１２へのトリガ信号の供給を許容する。
【００３５】
　図１に示した点火装置において、始動装置により内燃機関のクランク軸を回転させると
、エキサイタコイル２が交流電圧を出力する。内燃機関の潤滑オイルのレベルの残量が許
容下限値以上あって、オイルレベルが設定レベルを越えているときには、異常検出スイッ
チ１０がオフ状態にあるため、エキサイタコイル２が図示の実線矢印方向の一方の極性の
半サイクルの電圧を出力したときに、ダイオード２０と抵抗２４とを通してトランジスタ
２３にベース電流が与えられてこのトランジスタがオン状態になり、エキサイタコイル２
からダイオード２０と抵抗２１とダイオード２２とを通してサイリスタ１２のゲートに与
えられるトリガ信号が、トランジスタ２３を通してサイリスタ１２から側路される。
【００３６】
　そのため、潤滑オイルのレベルが設定レベルを越えているときには、サイリスタ１２は
オン状態になることができず、保安回路１１はエキサイタコイル２の出力電圧に何の影響
も与えない。またサイリスタ１２がオフ状態にあるときには、駆動電圧発生用ダイオード
Ｄ1ないしＤ3の直列回路の両端に電圧が生じないため、警報手段としての発光ダイオード
ＬＥＤは発光しない。
【００３７】
　この状態では、エキサイタコイル２が図示の実線矢印方向の一方の極性の半サイクルの
電圧を出力したときにダイオード５と点火コイルの一次コイル１ａとを通して点火用コン
デンサ４が図示の極性に充電される。
【００３８】
　内燃機関の点火時期に信号コイル７ａが点火信号を発生すると、サイリスタ６が導通し
て点火用コンデンサ４に蓄積された電荷を点火コイルの一次側コイル１ａを通して放電さ
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せ、点火コイルの二次コイル１ｂに点火用の高電圧を誘起させる。この高電圧は点火プラ
グ９に印加されるため、該点火プラグ９で火花放電が生じて機関が点火され、機関が始動
する。
【００３９】
　機関の潤滑オイルの残量が許容下限値未満になって、オイルレベルが設定レベル値以下
に低下した場合には、異常検出スイッチ１０がオン状態になるため、保安回路１３のトラ
ンジスタ２３のベースエミッタ間が短絡され、エキサイタコイル２が一方の極性の半サイ
クルの電圧を誘起したときにトランジスタ２３が導通することができなくなる。したがっ
て、エキサイタコイル２が一方の極性の半サイクルの電圧を発生したときにダイオード２
０と抵抗器２１とダイオード２２とを通してサイリスタ１２にトリガ信号が与えられ、該
サイリスタが導通する。
【００４０】
　このように、機関の潤滑オイルが不足してオイルレベルが設定レベル以下になった場合
には、エキサイタコイル２が一方の極性の半波の電圧を発生すると同時に保安回路１０の
サイリスタ１２がオン状態になるため、エキサイタコイル２がサイリスタ１２とダイオー
ドＤ1ないしＤ3とを通して短絡され、点火用コンデンサ４はほとんど充電されなくなる。
したがって機関の点火は行われなくなり、機関は停止させられる。またこのとき、サイリ
スタ１２とダイオードＤ1ないしＤ3とを通して流れる電流によりダイオードＤ1ないしＤ3
の両端に生じる電圧が発光ダイオードＬＥＤに印加されるため、該発光ダイオードが発光
してオイルレベルが設定レベル以下に低下したことの警報を発生する。
【００４１】
　上記のように、異常発生時に点火用電源の出力を短絡する出力短絡用スイッチ（上記の
例ではサイリスタ１２）に直列に複数のダイオードを接続して、これら複数のダイオード
の直列回路の両端に生じる電圧により警報手段を駆動するようにすると、出力短絡用スイ
ッチに直列に接続した抵抗器の両端の電圧で警報手段を駆動していた従来の点火装置のよ
うに、大きな損失を生じさせることなく、警報手段を駆動することができる。
【００４２】
　また本発明においては、定格電力が大きい抵抗器を複数個並列に接続する構成をとる必
要がないため、点火装置を大形にすることなく点火装置に保安回路を付属させることがで
きる。
【００４３】
　更に本発明によれば、出力短絡用スイッチに直列に接続するダイオードの数を適当に設
定することにより、例えば、点火用コンデンサを充電するために用意される種々の点火用
電源の内、出力が最も低い点火用電源が用いられる場合でも、複数のダイオードの直列回
路の両端に警報手段を駆動するために十分な電圧を発生させることができるように、出力
短絡用スイッチに直列に接続するダイオードの数を設定しておくことにより、いずれの点
火用電源が用いられる場合でも、点火用電源の出力の短絡と警報手段の駆動とを確実に行
わせることができるため、保安回路の標準化を図ることができる。
【００４４】
　上記の実施形態では、信号発生器７により点火信号供給手段を構成して、内燃機関の点
火時期に信号発生器７から発生させた信号を放電用スイッチに点火信号として与えるよう
にしたが、信号発生器７から得た機関の回転情報に基づいて点火時期を演算して、演算し
た点火時期にサイリスタ６に点火信号を与えるように点火信号供給手段を構成してもよい
のはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施形態の構成を示した回路図である。
【符号の説明】
【００４６】
　　１　点火コイル
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　　２　エキサイタコイル
　　４　点火用コンデンサ
　　５　整流素子
　　６　サイリスタ（放電用スイッチ）
　　７　信号発生器
　１０　異常検出スイッチ
　１１　保安回路
　１２　出力短絡用スイッチ
　１３　サイリスタトリガ回路

【図１】
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